
 

  県と市町村との協議の場「しくみ改善協議」 

１ 目 的 

２ 概 要 

 県と市町村との望ましい関係を確立するため、県・市町村の課題につい

て対等の立場で協議を行い、一定の方向を見出す場として、県と市町村と

の協議の場「しくみ改善協議」を設置します。 

◆ 事務の簡素化、効率化に関すること 

・法令の改正を要する事項 

・予算などの議会案件 

・既存の審議会等で議論する場がある事項 

（１）協議の対象  

（２）協議期間 

原則３ヶ月とします。ただし、双方の協議により延長することも可能です。 

 県と市町村との間の事務処理を改め、いかに効率化、簡素化するかについて 

協議します。よって、下記の２点が主な対象となります。  

（４）提案の受付 

対象外とする事項 

◇協議を提案した市町村、又は協議テーマに関係する市町村 

◇協議を提案した県の課、又は協議テーマに関係する県の課 

◇市長会及び町村会（必要に応じて）  

◇地域政策課、市町村課（必要に応じて）  

提案は「地域政策課 自治連携担当」で随時受け付けています。 

（３）協議の構成員 

◆ 県と市町村の役割分担に関すること 



Ⅱ 地方分権の推進（しくみ改善協議） 

 （５）協議の流れ   
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Ⅱ 地方分権の推進（しくみ改善協議） 

３ 改善事例 

４ お問い合せ先 

企画財政部 地域政策課 総務・自治連携担当 

    電話    ０４８（８３０）２７９４（直通） 

    E-mail a2760-04@pref.saitama.lg.jp                           

 従  前   

県 地域機関  国  県 本課 

市 町 村 

 申請書類 

   提出 

申請書類  

 提出 

補助申請 

 改 善 後  

県 地域機関  国  県 本課 

市 町 村 

申請書類 

  提出 

補助申請 

必要に応じ
て情報提供 

◆ 市町村から地域機関への 

  申請書類提出を廃止 

 ◆ 地域機関への情報提供は 

      本課から必要に応じて実施 

改  善 

国庫補助の申請に際して、市町村の申請事務を簡素化した事例 


